
平成22年５月19日

総務部文書法務課

条 例 ・・・10件（一部改正10件）

道路認定 ・・・７件（認定７件）

そ の 他 ・・・３件（報告２件、都市公園区域の決定１件）

No. 議案番号 施 行 日 等

１　総務費（１事業）　　　　繰越額　 9,268,000円

２　土木費（５事業）　　　　繰越額　95,105,000円

１　児童青少年費（１事業）　繰越額　20,181,000円

２　土木費（１事業）　　　　繰越額　51,527,000円

１　３歳に満たない子の育児を行う職員で申請があった者に超過勤務
をさせてはならないこととする。

２　小学校就学の始期に達するまでの子の育児または要介護者の介護
を行う職員で申請があった者の超過勤務を一定時間内に制限する。

３　特別休暇として短期の介護休暇を新設する。

１　特別区たばこ税の税率の引き上げ

２　年少扶養控除の廃止に伴う扶養親族に関する事項を把握するため
の措置

３　非課税口座内の上場株式等の譲渡に係る所得計算の特例措置

１　一般被保険者における基礎賦課総額の特例の延長

２　その他規定の整備

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児休業、
育児短時間勤務および部分休業の取得について、要件を緩和する。

４ ５２

５ ５３

６

地方税法の一部改正に伴い、つぎの改正を行う。

報告１号

報告２号

平成21年度練馬区事故繰越し繰越計算書の報告について

１

２

３ ５１

７ ５５

８ ５６

５４

平成22年６月30日

平成22年６月30日

公布の日

１　平成22年10月１日

２　平成23年１月１日

３　平成25年１月１日

公布の日

平成23年４月１日

練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する
条例

練馬区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

練馬区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

雇用保険法の一部改正に伴い、規定の整備を行う。

練馬区特別区税条例の一部を改正する条例

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
法律の一部改正に伴い、つぎの改正を行う。

国民健康保険法の一部改正に伴い、つぎの改正を行う。

平 成 22 年 第 二 回 練 馬 区 議 会 定 例 会

提 出 議 案 一 覧 表

練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例

練馬区立区民ホール条例の一部を改正する条例

光が丘区民ホールに指定管理者制度を導入するため、所要の改正を行
う。

件 名 お よ び 内 容 説 明

平成21年度練馬区繰越明許費繰越計算書の報告について



No. 議案番号 施 行 日 等

１　３歳に満たない子の育児を行う職員で申請があった者に超過勤務
をさせてはならないこととする。

２　小学校就学の始期に達するまでの子の育児または要介護者の介護
を行う職員で申請があった者の超過勤務を一定時間内に制限する。

３　特別休暇として短期の介護休暇を新設する。

６１

～

６７

11

12

13

14

道路法第８条第１項の規定に基づく特別区道路線の認定を行うに当た
り、同条第２項の規定に基づき議決を求める。

10

９

５８

５７

公布の日

平成22年６月30日

平成23年４月１日

６８

６０

５９

練馬区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一
部を改正する条例

都市公園を設置すべき区域の決定について（仮称大泉町一丁目公園）

都市公園法第33条第１項の規定に基づく公園予定区域の決定を行うに
当たり、同条第５項の規定に基づき議決を求める。

練馬区立リサイクルセンター条例の一部を改正する条例

豊玉リサイクルセンターに指定管理者制度を導入するため、所要の改
正を行う。

練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を
改正する条例

中里中央地区地区計画区域における建築制限を定める。

練馬区立小学校および中学校の学校医、学校歯科医ならびに学校薬剤
師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す
る条例の一部改正に伴い、補償基礎額について東京都との均衡を図る
ため、所要の改正を行う。

特別区道路線の認定について（７件）

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
法律の一部改正に伴い、つぎの改正を行う。

件 名 お よ び 内 容 説 明

平成22年７月１日


